
インターネットによる人権侵害をなくしましょう

兵庫県・（公財）兵庫県人権啓発協会発行の人権啓発テキスト「人権文化をすすめるために」（令和元年度）から転載

　インターネットの掲示板や SNS の書き込みのなかに、人権やプライバシーの侵害につながるも
のが見られます。

　・他人への中傷や侮辱、無責任なうわさ
　・差別的な書き込み
　・いじめ
　・個人情報の無断掲載  など

　このような書き込みは、他人に損害をもたらすことがあります。

掲示板や SNS に書き込むときは

① 誰が知っても問題ない情報か
② 誰かを傷つけてしまわないか
よく考え、責任を持って情報発信をしましょう！

人権侵害につながらないか確認しましょう。

□  他人の「悪口」や「差別的な内容」になっていませんか。
□  「うそ」や「うわさ」ではありませんか。
□  「暴力的な言葉」になっていませんか。
□  知り合いの「住所」や「連絡先」を無断で載せていませんか。
□  人が写っている「写真」や「動画」を勝手に載せていませんか。

匿名で簡単
に発信

できてしま
うことから

、

思わぬトラ
ブルに発展

する

ケースもあ
ります。
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インターネットの書き込みにより、
人権侵害の被害にあったら…

困った時は、
一人で悩まず、相談してください
まずは、 最寄りの法務局「神戸地方法務局豊岡支局」に相談してください。

※相談時間は、平日8：30～ 17：15です。
　相談は無料です。相談内容についての秘密は守られます。

豊岡市寿町8番4号
0570-003-110 （みんなの人権110番）

住所

電話

出典：法務省ウェブサイト（http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html）
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